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第 ９ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和３年９月１６日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6田口 慶則・14宮本 政春・15守山 孝之・16中谷 秀也 

17西森 偉統・18結城 晉三・20諸戸 善昭・22中野 たつ子 

24前田 孝幸 

以上９名 

 

欠 席 委 員   7森 哲也 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村事務局次長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：若松主査 一志：柴山担当副主幹 

   白山：瀬田担当主幹 美杉：東山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  22中野 たつ子・24前田 孝幸 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用貸借） 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第５号 非農地証明願いについて 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第９回第２農地部会を開会いたします。 

なお、新型コロナウイルス感染対策の一環により、各委員が発言する場合は

マスク着用のまま、発言をお願いします。 

本日の欠席は、７ 森 哲也委員の１名で出席委員数は９名でございます。 

議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

２２番 中野 たつ子委員、２４番 前田 孝幸委員にお願いしたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いいたします。 

それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

す。 

番号１から３で、件数は３件、合計面積は田が８，９２９㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

約したものであります。 

 

２ページから４ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から３で、件数は３件、合計面積は２３，１９０．６１㎡で、その内

訳は田が１５，６４９㎡、畑が６，５４１．６１㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

５ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、進入用道路 

番号２、貸駐車場用地 

でございます。 

以上、件数は２件、合計面積は３５９㎡で、その内訳は田が１４８㎡、畑が

２１１㎡でございます。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。  

番号１から２、宅地開発 

番号３、地造成 

番号４、宅地分譲 

番号５、長屋住宅用地 
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でございます。 

以上、件数は５件、合計面積は５，２５９．２８㎡で、その内訳は田が２，

５１８㎡、畑が２，３７１㎡、その他が宅地で３７０．２８㎡でございます。 

  

７ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用貸

借）、でございます。  

番号１、一般個人住宅用地 

でございます。 

以上、件数は１件、合計面積は畑で３４４㎡でございます。 

  

８ページをお願いいたします。 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

番号１、権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１３年４月１

日でございます。 

以上の案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の

所有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

以上、件数は１件、合計面積は畑で１６５㎡でございます。 

 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の９ページから１０ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、で 

ございます。 

 

       番号１、地区 栗葉、受人     、面積 ４６，２３１㎡、渡人     

 、面積 ２，６９０㎡、申請地 稲葉町稲里    、台帳地目・現況地目 

とも畑、面積 ６５㎡ 外１筆、合計面積 ３５５㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から、耕作利便

のよい申請地を譲り受けるものです。 

  

       番号２、地区 大井、受人     、面積 ６，０４９㎡、渡人     、 

面積 １，６９６㎡、申請地 一志町大仰六反    、台帳地目・現況地目 

とも畑、面積 ３１６㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農縮小する渡

人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号３、地区 川上、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面積 

４，０６２．６１㎡、申請地 美杉町川上柳井谷    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ９９㎡ 外５筆、合計面積 １，６９０㎡。 
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       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、空き家取得に伴い新規営農するものです。 

   

       番号４、地区 下多気、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 １，６３６㎡、申請地 美杉町下多気下之世古    、台帳地目・現 

況地目とも畑、面積 ２６９㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号５、地区 下多気、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 ２，３００㎡、申請地 美杉町下多気下之世古    、台帳地目・現 

況地目とも畑、面積 ２２０㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号６、地区 下多気、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 ２，６５０．３０㎡、申請地 美杉町下多気耕作    、台帳地目・ 

現況地目とも畑、面積 １５㎡ 外１筆、合計面積 ２４１㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号７、地区 下多気、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 ２，７７０㎡、申請地 美杉町下多気耕作    、台帳地目・現況地 

目とも田、面積 ５５１㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農縮小する渡

人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号８、地区 下多気、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 ４，４２１㎡、申請地 美杉町下多気耕作    、台帳地目・現況地 

目とも田、面積 ２９２㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

  

       番号９、地区 下之川、受人     、面積 ２，０３４㎡、渡

人     、 

面積 ４２㎡、申請地 美杉町下之川大作    、台帳地目・現況地目とも 

畑、面積 ４２㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 



5 

 

       以上、件数は９件、合計面積は３，９７６㎡で、その内訳は田が２，３７０

㎡、畑が１，６０６㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下

限面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

       番号１、地区 栗葉、お願いします。 

 

事 務 局   久居事務局です。９月１０日、森委員、地元推進委員、事務局で現地確認を

行いました。場所は    から道を挟んで東側の所。譲受人は今回取得しよ

うとしている土地の直ぐ南側に自宅があり、特に問題ないと森委員から聞いて

おりますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。次ぎ、２番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１０日に守山会長と地元推進委員立ち会いで確認をして

きました。場所は    から東へ２００メートルぐらいの所。事務局の説明

通り何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。３番から９番まで。 

 

結城委員   １８番、結城です。３番から９番まで通して説明します。まず、３番の川上

について、１０日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。遠方に

居住しているため耕作が困難で売却したいということです。受人は田舎暮らし

を希望しており、中古住宅を購入して耕作したいということでございます。４

番から８番までは同じ受人で、１０日に地元推進委員と事務局とで現地を確認

いたしました。譲渡人は遠方にいるため管理ができない、売却したい。受人は

営農拡大したい。ワラビを作る。獣害対策は網を張って対策するといいます。 

９番の下之川については、地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。

渡人は遠方で管理ができない。受人は農地として購入したい。同じ下之川の人

でございます。以上です。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第１号について、これにご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい 

てを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい 

ます。 

 

       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 久居北口町洗ヶ瀬    、 

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３４０㎡。 

       これにつきましては、申請地を、貸駐車場用地とするものです。隣地の原野 

２筆と一体利用するもので、主な貸出先は、申請地向かいにある法人です。 

       昭和４６年ごろから前所有者が資材置場として利用し、令和２年より申請者

が貸駐車場として利用開始した旨の始末書の提出がありますことから、これを

追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 大井、申請者     、申請地 一志町大仰屋敷山    、 

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ６１４㎡ 外１筆、合計面積 ８７８㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林とするものです。 

       平成元年ごろ、周囲の山林による耕作不便のため植林した旨の始末書の提出

がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 波瀬、申請者     、申請地 一志町波瀬大久保    、 

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ５６８㎡。 

       これにつきましては、申請地を植林とするものです。 

       平成１２年に、桜の苗木を植樹し、以降、山林化した旨の始末書の提出があ

りますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 三多気、申請者     、申請地 美杉町三多気家ノ前    、 

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３９０㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       相続する以前、昭和３５年ごろまでに、申請者の兄が納屋、住宅を建築した

旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は４件、合計面積は２，１７６㎡で、その内訳は田が３４０㎡、

畑が１，８３６㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、
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許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いしたいと思います。 

       １番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。１０日に現場を見て参りました詳細は事務局の説明通りで

す。場所は    の信号の近くでございます。問題ないと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１０日に守山会長と地元推進委員、事務局とで現地を確

認してきました。畑の面影はなく、隣の木とどっちが大きいかというぐらい大

きくなっていまして、畑の面影は全く無い。事務局の説明通りです。３番波瀬

も同じ日に行きました。集落の裏側にあたるとこで、すでに桜の木がすごく大

きくなっていました。事務局の説明通りです。 

 

議  長   ４番お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。４番について説明します。１０日に地元推進委員と事務

局で現地を確認しました。始末書や写真が添付されており、事務局の説明通り

です。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページから１４ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移
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転）でございます。 

 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居野村

町小膳田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２０７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       受人が個人事業で使用する作業用足場などの資材置場として利用する計画で 

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 稲葉町北出    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ６２㎡ 外１筆、合計面積 ８７１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４０１．３０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 稲葉町北出    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ８１６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３９８．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．

９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 大井、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町井生中世古    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 １，１２７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４４４．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４０．

０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 波瀬、受人     、渡人      外１名、申請地 一

志町波瀬会下    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０４１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５１８．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４９．

８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号６、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町波

瀬会下    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０４７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４５９．７０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．

９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町波

瀬会下    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，５７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５１３．７６㎡、パネル自体の影回避およびメンテナン

ススペースを確保することから、パネルの設置率は、転用面積の３２．６％に

なります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号８、地区 波瀬、受人     、渡人      外１名、申請地 一

志町波瀬会下    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８３６㎡ 外１筆、

合計面積 １，３３１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５２７．２８㎡、隣地原野と一体利用することから、パ

ネルの設置率は、転用面積の３９．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町波

瀬会下    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２３㎡ 外１筆、合計面

積 １，２７５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６４．７５㎡、パネル自体の影回避およびメンテナン

ススペースを確保するため、パネルの設置率は、転用面積の３６．５％になり

ます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 波瀬、受人      合同会社 代表社員     、

渡人      外１名、申請地 一志町波瀬川原出    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 １９８㎡ 外１筆、合計面積 ５２５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２８７．７０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５４．

８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１１、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町

片野内山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３５０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地、駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１２、地区 高岡、受人     、渡人     、申請地 一志町

高野屋敷田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６６０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       現在、市の指導要綱に基づく協議中であるため、確認され次第、農地部会審

議後に同時許可となる予定です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

   

       番号１３、地区 家城、受人 株式会社      代表取締役     、 

渡人     、申請地 白山町藤里東    、台帳地目・現況地目とも畑、 

面積 １６８㎡ 外１筆、合計面積 ４０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４４４．７６㎡、パネルの設置率は、一体利用地を含め、

転用面積の４３．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１４、地区 家城、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 白山町南家城町田    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １，４０２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３９９．３６㎡、メンテナンススペースを確保するため、

パネルの設置率は、転用面積の２８．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１５、地区 八知、受人      合同会社 代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町八知山神川原    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ４８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３３６．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６８．

９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１６、地区 八知、受人 株式会社      代表取締役     、 

渡人      外２名、申請地 美杉町八知上廣口    、台帳地目・現 

況地目とも畑、面積 ３０９㎡ 外４筆、合計面積 １，７４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光



11 

 

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５１７．４４㎡、日照不良となる箇所を回避するため、

パネルの設置率は、転用面積の２９．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１７、地区 川上、受人     、渡人     、申請地 美杉町 

川上柳井谷    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １１２㎡ 外７ 

筆、合計面積 １，６２４．６１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を植林と

するものです。 

       渡人の父親が竹林化・山林化させた旨の始末書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１８、地区 奥津、受人     、渡人      外１名、申請地 

美杉町奥津大上庵    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７７０㎡ 外

１筆、合計面積 １，２６５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５０７．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の４０．

１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１９、地区 奥津、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町奥津羽根田    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ７３０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４０９．７０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．

２％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１９件、合計面積は１８，４８８．６１㎡で、その内訳は田が

１０，７３１㎡、畑が７，７５７．６１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

       １番。 

 

田口委員   ６番、田口です。１０日に諸戸部会長と地元推進委員と事務局で見て参りま
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した。事務局の説明通りです。何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ２番、３番お願いします。 

 

事 務 局   久居事務局です。２番、３番は隣接しておりますのでまとめて説明させてい

ただきます。１０日に森委員と地元推進委員と事務局とで現地確認を行いまし

た。場所は稲葉町の    から南西へ５０メートルほど行った所です。太陽

光発電施設用地として使用するということで、隣地説明も済んでいて、除草も

定期的にするということで特に問題ないと森委員から聞いております。以上で

す。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４番から１０番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１０日に守山会長と前田委員、地元推進委員、事務局と

現地を確認してきました。４番の場所は    の中で、何も問題ないと思い

ます。５番から９番までは波瀬の会下という所で、現地を地元推進委員ととも

に確認しましたが、すでにこの地区は何度か行きまして、大方、太陽光になる

ような地区になりました。問題ないと思います。１０番は同じく地元推進委員、

事務局と確認したのですが、これも、両隣が太陽光になっているところで、問

題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。１１番、１２番。 

 

前田委員   ２４番、前田です。９月１０日に会長と宮本委員、地元推進委員と事務局で

現地を確認いたしました。周囲は全て住宅地で、事務局の説明通り問題ないと

思います。１２番も９月１０日に宮本委員、地元推進委員、事務局で現地を確

認して参りました。一般個人住宅用地ということで、周辺全て住宅地になって

おります。事務局の説明通り問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １３番、１４番。 

 

西森委員   １７番、西森です。１０番は、９月１０日に中谷委員、西森両委員、地元推

進委員、白山総合支所の担当者と現場を見て参りました。場所は    の前

の通りの西の角で、雑種地のような状況です。何ら問題がないと思います。１

４番ですが、１０日に中谷委員、西森両委員、地元推進委員、白山総合支所の

担当者と現場を見て参りました。場所はＪＲ名松線の    から美杉方向に

３００メートルほど行った所の踏切を渡った所、    の裏、西側です。も

ういくつか太陽光ができているので問題ないと思います。以上です。 

 

議  長   １５番、１６番お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。１５番、１６番同じです。１０日に地元推進委員と事務

局で現地を確認いたしました。渡人から受人に所有権移転し、受人が太陽光発
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電設備を設置したいということです。１７番川上も同じ日に地元推進委員、事

務局で現地を確認いたしました。渡人は遠方に住んでおり、管理が困難なため、

宅地建物とともに売買を行い、受人が購入するというものです。写真、始末書、

全ての書類が添付されているということなので問題はなかろうと思います。１

８番奥津については、地元推進委員、事務局で現地を確認いたしました。これ

も太陽光発電施設を設置したいということです。１９番も同じ太陽光ですので

詳細は同じことと思います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

 

       番号１、地区 久居、借人      外１名、貸人     、申請地 戸

木町卯ノ花    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３３２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 稲葉町稲

葉垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７３㎡ 外３筆、合計面

積 ３４５㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を一般個人住宅用地、進入路用地とするものです。 

       現地確認の際、隣接する一体利用地である宅地に住宅建築が始まっているこ

とを確認し、一部分が今回の申請地にかかっている旨の始末書の提出がありま

した。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は２件、合計面積は６７７㎡で、その内訳は田が３３２㎡、畑が
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３４５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１番、久居お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。１０日に現地確認いたしました。場所は    の東１０ 

０メートルぐらいの所です。親子関係ということです。事務局の説明通りです。 

よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、栗葉。 

 

事 務 局   久居事務局です。１０日に森委員、地元推進委員と事務局とで現地確認を行 

いました。居宅として使用する計画で、特に問題ないと森委員から聞かせてい

ただいております。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願いについて、を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをご覧ください。 

       議案第５号 非農地証明願について、でございます。 

 

       番号１、地区 波瀬、願出者     、申請地 一志町波瀬大久保    、 

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２５４㎡。 

       これにつきましては、家屋登記事項証明書および固定資産税課税明細書によ

り、申請地に大正８年ごろより住宅敷地として利用し、以降現在に至ることが

確認できることから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過してい

る土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当する

ことから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 
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       番号２、地区 川口、願出者     、申請地 白山町川口大角前    、 

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １６５㎡。 

       これにつきましては、固定資産税課税証明書により、申請地に昭和５９年よ

り居宅用地として利用し、以降現在に至ることが確認できることから、申請地

は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事

務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の

証明をしても差し支えないものと考えます。 

  

       以上、件数は２件、合計面積は畑で４１９㎡でございます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

１番お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。１０日に、守山会長、前田委員、地元推進委員、事務局 

と立ち会いしてきました。もう家が建っておりまして、どこが農地か分からな 

い状態です。空き家状態ですが、そんなに荒れてはいないようです。事務局の 

説明通り問題ないと思います。 

 

議  長   ２番お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。１０日に西森、中谷両委員、地元推進委員、白山総合支

所の担当者と確認して参りました。場所は    の南の信号交差点から西へ

１００メートルほどの所。事務局説明通りで何ら問題ないと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することに決定し

たいと思います。 

次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について、でございます。 

       それでは、資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で１２，４５０㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で５，９２０㎡、契約件数は９件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３，９２５㎡、畑の使用

貸借で２６１㎡、契約件数は２件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借で１，３６７㎡、畑の使用貸借で４１

６㎡、契約件数は２件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借で１，３６７㎡、契約件数は１件でご

ざいます。 

  

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１８，９０９㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて６，５９７㎡、合計契約件数は１４件、

合計面積は２５，５０６㎡となっております。 

 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区５件、一志地区１件、美杉地区１件

で、合計７件、合計面積は２０，２２６㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で５０％、面積で７９．３％となって

おります。 

   

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       最後に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に該当します案件はございません。 

 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       この２件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました２件について、

ご異議ございませんか。 

  

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 
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       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第９回第２農地部会を閉会します。 

 

 

午後２時３３分 

 

上記は、第９回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和３年９月１６日 

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


